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令和６年度業務実績等報告書
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 様式３－１－１ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価の概要

１．評価対象に関する事項

法人名 独立行政法人農林水産消費安全技術センター

評価対象事業年度 年度評価 令和6年度

主務省令期間 令和2年度～令和6年度

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 農林水産大臣 

法人所管部局 消費・安全局 担当課、責任者 総務課長 尾﨑 道 

評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 広報評価課長 藏谷 恵大 

３．評価の実施に関する事項 
独立行政法人農林水産消費安全技術センター業務方法書（平成13年4月2日付け農林水産省指令13総合第1号制定認可）第96条の規定に基づき定めた「事業計画の策定及び評価に関する規程」（平成27年4月1日付け26消技第

3714号）第3条の規定に基づき取りまとめた業務の実績から役員会において自己評価を行った。 

４．その他評価に関する重要事項

－ 

2



 様式３－１－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価 総合評定 

１．全体の評定

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

Ｂ：事業計画における所期の目標を達成していると認められる。 （参考）主務省令期間における過年度の総合評定の状況 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ 

評定に至った理由 項目別評定22項目のうち、業務部門（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項）：Ａが3項目、Ｂが4項目、管理部門（業務運営の効率化に関する事項、財務

内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）：Ａが2項目、Ｂが11項目、評価の対象外が2項目となっており、また法人全体の信用を失墜させる事象もなかったため、農

林水産省の評価基準に基づきＢとした。具体的な評価基準は別添１のとおり。 

２．法人全体に対する評定

法人全体の評価 行政執行法人として、肥料及び土壌改良資材関係業務、農薬関係業務、飼料及び飼料添加物関係業務、食品表示の監視に関する業務、日本農林規格、農林水産物及び食品の輸出促進等に

関する業務、食品の安全性に関するリスク管理に資するための有害物質の分析業務、その他の業務の実施に当たり、理事長のリーダーシップの下、業務の進捗や予算執行の把握に努め、創

意工夫等により効率的かつ効果的に業務運営を図り、的確に業務を遂行することができた。 

全体の評定を行う上で特に考慮すべき事項  農林水産省独立行政法人評価有識者会議農林水産消費安全技術センター部会における指摘を踏まえ、その実績に至った経緯、法人の経営努力、特殊事情等の特筆すべき事項を明らかにし

て評価した。 

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した課題、改善事項 － 

その他改善事項 － 

主務大臣による監督命令を検討すべき事項 － 

４．その他事項 

監事等からの意見 － 

その他特記事項 
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 様式３－１－３ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価 項目別評定総括表

年度目標（事業計画）

年度評価 
項目別 

調書№
備考 年度目標（事業計画）

年度評価 
項目別 

調書№
備考

令和 

２ 

年度

令和 

３ 

年度

令和 

４ 

年度

令和 

５ 

年度

令和 

６ 

年度

令和 

２ 

年度

令和 

３ 

年度

令和 

４ 

年度

令和 

５ 

年度

令和 

６ 

年度

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 
肥料及び土壌改良資材関係業務 Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 第1-1-(1) 業務運営コストの縮減 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ 第2-1 

人件費の削減等 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 第2-2 

農薬関係業務 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 第1-1-(2) 常勤職員数の削減等 － － － － － 第2-3 

調達等合理化の取組 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ 第2-4 

飼料及び飼料添加物関係業務 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ 第1-1-(3) 情報システムの整備及び管理 － － Ｂ Ｂ Ｂ 第2-5 

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

食品表示の監視に関する業務 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ 第1-2-(1) 保有資産の見直し等 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 第3-1 

自己収入の確保 Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ａ 第3-2 

日本農林規格、農林水産物及び 

食品の輸出促進等に関する業務

Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 第1-2-(2) 予算（人件費の見積りを含む。）収支

計画及び資金計画

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 第3-3 

短期借入金の限度額 － － － － － 第3-4 

食品の安全性に関するリスク管理に

資するための有害物質の分析業務

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 第1-3 Ⅳ．その他の事項 

職員の人事に関する計画（人員及び人

件費の効率化に関する目標を含む。）

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 第4-1 

その他の業務 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 第1-4 内部統制の充実・強化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 第4-2 

業務運営の改善 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ 第4-3 

情報セキュリティ対策の推進 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 第4-4 

施設及び設備に関する計画 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 第4-5 

積立金の処分に関する事項 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 第4-6 
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（以下、「独立行政法人農林水産消費安全技術センターの令和６年度に係る業務の実績に関する評価書（案）」と同じ（主務大臣による評価欄を除く。）ため省略。）



主務省令期間(令和２年度～令和６年度)における年度目標に定め
る「業務運営の効率化に関する事項」の実施状況等報告書

独立行政法人農林水産消費安全技術センター
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様式３－２－１ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 効率化評価 自己評価の概要 

１．評価対象に関する事項

法人名 独立行政法人農林水産消費安全技術センター

主務省令期間 令和 2年度～令和 6年度

２．評価の実施者に関する事項

主務大臣 農林水産大臣

法人所管部局 消費・安全局 担当課、責任者 総務課長 尾﨑 道

評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 広報評価課長 藏谷 恵大

３．評価の実施に関する事項

 独立行政法人農林水産消費安全技術センター業務方法書（平成 13 年 4月 2 日付け農林水産省指令 13 総合第 1 号制定認可）第 96 条の規定に基づき定めた「事業計画の策定及び評価に関する規程」（平成 27

年 4 月 1 日付け 26 消技第 3714 号）第 3条の規定に基づき、主務省令期間における事業計画に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況について役員会において自己評価を行った。

４．その他評価に関する重要事項

特になし
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様式３－２－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 効率化評価 評価の概要 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

Ｂ：全体としておおむね主務省令期間における目標の水準を満たしている。 

評定に至った理由  項目別評定は、いずれもＢ項目であり、法人全体の信用を失墜させる事象もなかったため、農林水産省の評価基準に基づき全体の評価をＢとした。具体的な評価基準は別

添１のとおり。 

２．法人全体に対する評価

法人全体の評価 業務運営の効率化に関しては、理事長のリーダーシップの下、業務の進捗や予算執行の把握に努め、創意工夫等により効率的かつ効果的に業務運営を図り、的確に業務を遂

行している。 

①業務運営コストの縮減に関しては、毎年度目標額以上の一般管理費及び業務経費を削減するとともに、アウトソーシング等を実施することにより目標の水準を満たしてい

る。具体的な取組として、電気料金の高騰に伴う大幅な経費の増加に対応するため、全役職員でこれまで以上の取組の高度化を図り、電気使用量の削減を行ったことが挙げ

られる。 

②人件費の削減等に関しては、給与水準を国と同水準に維持するとともに、各事業年度の人件費を前年度予算額以下とし目標の水準を満たしている。

③調達等合理化の取組に関しては、一者応札・応募となった契約が一部見られたものの、仕様書の見直しや公告期間を十分確保するなど、期間を通じて競争性の確保に向けて

不断の努力を継続している。 

④情報システムの整備及び管理に関しては、令和 5 年 4 月 1日付けで PMO を設置し、PMO は PJMO に対して助言を行うなどして、情報システムの適切な整備及び管理を行って

いる。

３．課題、改善事項など

項目別評定で指摘した課題、改善

事項

その他改善事項

主務大臣による監督命令を検討

すべき事項

４．その他事項

監事等からの意見

その他特記事項
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様式３－２－３ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 効率化評価 項目別評定総括表

年度評価 効率化評価 項目別調書№ 備考欄

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項

１ 業務運営コストの縮減 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ 第２－１

２ 人件費の削減等 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 第２－２

３ 調達等合理化の取組 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ 第２－３

４ 情報システムの整備及び管理 － － Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 第２－４ 

主務省令期間：令和 2年度～令和 6 年度
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以下、「独立行政法人農林水産消費安全技術センターの主務省令期間(令和２年度～令和６年度)における年度目標に定める「業務運営の効率化に関する事項」の実施状況等に関する評価書（案）」と同じ（主務
大臣による評価欄を除く。）ため省略。）




